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環境に配慮した設備などの助成内容
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一人一人が省エネ行動を

1 平成20年度所得段階別介護保険料額

1 12,600

2 80 12,600

3 80 27,300

4 42,000
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図１ 保険料の納め方（例）

昭和１８年８月１日生まれの方の場合…７月３１日が６５歳到達日
○保険料は７月（＝６５歳到達日の月）から翌年３月までの９カ月分
○納付書は８月（＝６５歳到達日の翌月）に送付
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期別 月
3期 ８月 ※
4期 ９月

年額52,500円÷12カ月×9カ月分
＝39,375円

5期 10月

6期 11月

7期 12月

8期 １月

9期 ２月

10期 ３月

健康保険料（税）と
一括で納めます

市から送られた納付書で納めます

◇第５段階の介護保険料
（年額52,500円）に該当した場合の
納付書期別保険料

4,900円

期別保険料
5,075円
4,900円
4,900円

4,900円

4,900円

※100円未満の端数を
最初の期で調整します

　　９カ月分の保険料を８月～翌年３月
の８回で納付していただきます

4,900円

39,375円合計

4,900円

※扶養親族等で４０～６４歳の方が
同じ健康保険に加入している場合、
その方の介護保険料は引き続き健
康保険料（税）と一括で納めます
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